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告示 
○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 県道石坂高坂停車場線の供用の開始（東松山県土整備事務所） 

○ 水道用ポリ塩化アルミニウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用液体塩素の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用次亜塩素酸ナトリウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用粉末活性炭（ウェット炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用粉末活性炭（ドライ炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 参議院埼玉県選出議員補欠選挙におけるポスター掲示場にポスターの掲示を開始でき

る期日（選挙管理委員会） 

○ 参議院埼玉県選出議員補欠選挙における選挙時登録の登録基準日等（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
所
沢
有
楽
町
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
有
楽
町
六
百
六
十
九
番
地
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑵ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑶ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑷ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑸ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

 

⑹ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
に
規
定
す
る
事
項
を
順
守
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会

議
所
や
地
域
商
業
者
と
の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
く
す
の
き
台
一
丁
目
十
四
番
地
五 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑵ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑶ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑷ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑸ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

 

⑹ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
に
規
定
す
る
事
項
を
順
守
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会

議
所
や
地
域
商
業
者
と
の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

志
木
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
駅
前
総
合
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
志
木
市
館
二
丁
目
百
二
十
四
番
一
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

駐
輪
場
に
隣
接
す
る
駅
前
広
場
（
道
路
区
域
）
の
違
法
駐
輪
対
策
と
し
て
、
駐
輪
場
の

明
確
化
及
び
警
備
員
に
よ
る
巡
視
を
お
願
い
し
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号 

 
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
元
年
九
月
三

十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通

知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

     



 

    

県
道
石
坂
高
坂
停
車
場
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
田
木
字
立
野
一
三
六

番
三
七
地
先
か
ら
同
市
大
字
田
木
字

立
野
一
一
九
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
元
年
十
月
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
元
年
八
月
三
十
日
付
け
埼

玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
七
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ

る
。
延
長
五
二
・
三
九
メ
ー
ト

ル 

    

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用ポリ塩化アルミニウム  8,180 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和元年８月 28 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 

  埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  23,000 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年７月２日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用液体塩素    687 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和元年８月 28 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

フジオックス株式会社 越谷営業所 

  埼玉県越谷市蒲生西町２丁目 12 番５号 

５ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  75,500 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年７月２日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

  埼玉県行田浄水場 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用次亜塩素酸ナトリウム  1,430 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和元年８月 28 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 

  埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  58,000 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年７月２日 

８ 納入場所 

  埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
四
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭(ウェット炭)  206 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和元年８月 28 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   ケミテック株式会社 営業所 

  埼玉県さいたま市北区奈良町 157 番地の４ 

５ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり 226,000 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年７月２日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県行田浄水場 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
四
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭(ドライ炭)  368 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和元年８月 28 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   日本原料株式会社 

  神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 

５ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり 187,000 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年７月２日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

  埼玉県吉見浄水場    

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
号 

 
令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
が
ポ
ス

タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
開
始
で
き
る
期
日
は
、
十
月
十
日
と
す
る
。 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
一
号 

 
令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
選
挙
人
名
簿
登

録
の
登
録
基
準
日
及
び
登
録
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

令
和
元
年
十
月
八
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

登
録
基
準
日 

 

令
和
元
年
十
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
十
月
二
十
七
日
） 

二 

登
録
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
月
九
日 
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